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３．考察と次年度に向けて

（1）今年度の振り返り 

今年度は、（仮称）札幌市気候変動対策計画策定（2020 年 3 月予定）に向けて、市民の気候変

動に対する理解の促進、計画策定に対する意見の抽出、気候変動対策に協働して取り組む主体

の育成を目的に全 8回のワークショップを開催した。 

参加者は、中学生や高校生、大学生など若い世代を中心に、企業など幅広い層の参加があり、

市民だけでなく市外の方の参加もあった。また、全 8 回のうち途中からの参加や好きな回のみ

の参加が可能であったため、毎回参加申込者が増えていったこともあり、札幌市を中心に広く

波及した結果となったことが伺える。 

■テーマについて 

「気候変動」というテーマは、台風 19 号や暖冬・小雪など、今年度は暮らしの身近なところ

で気候変動を実感する機会が多く、参加者自身も危機感や関心が高いテーマであったと考えら

れる。 

また、「気候変動」は、エネルギーや資源循環、自然環境、生物多様性など幅広い環境分野に

関わる内容であったため、広く環境問題を捉えるという意味でも、入りやすいテーマであった。 

今後は環境分野だけでなく、社会や経済などとの関連にも目を向けてもらうため、「SDGｓ」

や「サスティナビリティ」など、さらに広いテーマでワークショップを行うことで、より暮ら

しの身近な課題として関心を高めていくことができると想定される。 

■今年度の成果について 

先述のとおり、今年度は幅広い層で計 100 名弱の参加があった。札幌市近郊の市町村からも

参加があったことからも、「気候変動」というテーマに多くの方が関心を寄せていることが伺え

る。 

本ワークショップへの参加から、気候変動に関する取組や活動へ参加した方も見られた。 

また、参加者同士のつながりからアクションにつなげる動きも見えてきたこともあり、取組

初年度の「種まきの年」としての成果が出ていたといえる。 

市内及び近郊への波及（市民の意識向上のきっかけ）

アクションの種まき（参加、実践の第一歩目）

参加者同士のつながり、ネットワークづくり

伴走型の支援（人材育成） 

情報提供 

広域連携の取組推進 

＜次年度への展開＞ 
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（２）次年度に向けた提案 

■広域連携の取組推進 

第 2 次札幌市環境基本計画でも道内連携を謳っているとおり、環境の取組は札幌市内だけで

なく、広域での取組が求められる。そのため、今年度の成果を生かしながら、次年度は他市町

村との連携による取組を進めていくことが望ましい。 

広域連携の方法としては、札幌連携中枢都市圏の事業と連動し、関係 11 市町村（小樽市、岩

見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町）

と連携した取組を行うことが現実的であると考えられる。 

圏域のうち、環境基本計画の策定を進めている市町村もあり、環境に対する意識は高いこと

が伺える。また、環境に配慮した取組や活動を行う企業や事業者なども多くいることから、そ

のような実践者に学びのフィールドや情報、知識の提供などに協力いただくことも想定される。

なお、圏域の市町村はそれぞれ特色に違いがあるため、各市町村の強みや特色（農業、歴史、

観光、景観、食など）を切り口（テーマ）とした学びの機会の創出が求められる。 

※ワークショップは、札幌での開催を基本に、各市町村へ学びに行く機会も創出することを

想定（現地での施設や取組等の見学及び実践者とのワークを実施） 

■人材育成 

今年度の参加者が、次年度は実践者になっていくような伴走型の支援や情報提供などを進め

ていくことが、今後の取組主体育成のために必要となる。 

さらに、次年度は広域での取組で新たな参加者を増やすことで、波及効果をさらに高めてい

くことが期待される。 

そのため、次年度の人材育成は、今年度の種まきの結果から、アクションにつながる芽を出

していくこと、そして広域に新たな種をまくことをメインに取り組んでいくことが考えられる。 
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【資料編】 

 ■全会に配布された資料 

（1）第 1回目資料 
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（2）第 2回目資料 

（3）第 3回目資料 
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（4）第 4回目資料 
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（5）第 5回目資料 

（6）第 6回目資料 
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（7）第 7回目資料 

（8）第 8回目資料 
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